
平成２８年度 第３５回長岡地区社会人リーグ戦 競技方法 

 

第１項  チーム編成は、１部から３部のチームは６人以上１５人まで、４部以下のチームは７人以上１５人ま

でとし、男女は問わない。 

第２項  １部から３部の試合は２複１単で、試合順序は複、単、複とし、４部以下の試合は３複とし選手の重

複は認めない。なお試合は３試合まで行う。 

     ※ 入替戦は２試合先取とする。 

第３項  得点は２１点で行い、それぞれ２ゲーム先取とする。 

第４項  順位決定は勝数、取得マッチ率の順で決定する。 

２チームが同一の場合は、対戦勝者を上位とする。 

     ３チーム以上が同一の場合は、取得ゲーム率、取得ポイント率の順で決定する。 

第５項  ランキングの決定については、１部から３・４部までは各部の下位２チームと上位２チームとの間の

対戦によって行い（上部の７位と下部の２位、上部の８位と下部の１位とで行う。）、４部から最下部

までは各部の下位２チームと上位２チームとを入れ替え、ランキングを決定する。 

第６項  シャトルはチーム双方の持ち寄りとする。シャトルの品種は、ヨネックスのニューオフィシャルクラ

ス（第１種検定合格品）を使用する。 

第７項  シーズン中の選手のチーム変更は認めない。 

第８項  審判については対戦チーム双方で代表者の責任のもとで行う。 

第９項  オーダー交換は試合開始予定時刻の１時間前とする。試合がコールされた時に選手が集合しない場合

は棄権とみなし相手側を不戦勝とする。 

第 10項  試合中の服装については、上衣は（公財）日本バドミントン協会審査合格品又は襟つき単色のもの、  

パンツは（公財）日本バドミントン協会審査合格品又は単色で膝上のものを着用すること。 

第 11項  参加申込選手以外の選手を出場させたチーム、又は、年間４試合以上棄権したチームについては、当

該チーム及びその登録メンバーは、次年度の出場を認めない。（次年度の大会要項を送付しない。） 

 

〔注〕  参加数等により競技方法に一部変更もあり得る。 

 

 

 

平成２８年度 第３５回長岡地区社会人リーグ戦 連絡事項 

 

１ 開会式について 

（１） 第１週（４月１０日）の長岡市市民体育館での総合開会式等 

    ① 日 程  ８：００～８：３０ 受付及び第１試合のオーダー用紙提出 

 ８：３０～８：４０ 総合開会式 

 ８：５０～９：３０ 長岡バドミントン協会総会（会議室） 

            ※平成 27年度長岡支部加盟団体の代表者は出席 

             してください。（別途案内文を送付します。） 

           ９：４０～     試合開始 

    ② 総合開会式への出席を義務付ける人 

       ・長岡市市民体育館の第１・第２試合のチームは選手全員 

       ・長岡市市民体育館の第３試合以降のチーム及び北部体育館のチームは、１名以上 

    ③ その他  各チームの先頭の人がプラカードを持って、大アリーナの本部席前に整列してください。 

（２）  第２週～第４週の会場別開会式 

各会場で午前８時３０分から開会式を行いますので、第２試合までのチームは選手全員が集合してく

ださい。 

 

 

 



２ 競技について 

 （１） オーダー交換は試合開始予定時刻の１時間前です。各試合が早く終了したり棄権があったりして、試

合開始が試合開始予定時刻よりも早まることがありますので、時間の余裕を持って会場に到着していて

ください。 

 （２） 各試合のオーダー用紙及び審判用紙の選手名は、フルネームで記入してください。 

 （３） 対戦中の第２試合終了時点で勝敗が決定した場合の第３試合は、選手のメンバーチェン 

    ジを認めます。代わりに出場する選手は、登録選手であり、かつ、第１・第２試合に出場 

    していない選手に限ります。 

     メンバーチェンジをする場合は、大会進行係に連絡して了解を得た後に試合を始めてく 

    ださい。（ただし、各チームとも勝点がありますので、その点を考慮に入れて行ってくだ 

    さい。） 

 

３ 選手登録について 

 （１） すべてのチームの選手全員について、日本バドミントン協会の個人登録が必要です。 

実施要項の「１３ 参加資格」をご確認ください。 

（２） 選手が当リーグ戦の他のチームにも重複して登録していないかどうか、もう一度確認し 

    てください。 

     試合が始まってから重複登録が発覚した場合は、その時点までの重複した両チームの試 

    合をすべて負けとし、かつ、重複登録していた選手を即出場停止とします。 

 （３） 選手が他地区（新潟、県央等）の社会人リーグ戦にも登録していないかどうか、もう一 

    度確認してください。 

     試合が始まってから、他地区の社会人リーグ戦に登録している者（以下「当事者」とい 

    う。）の出場が発覚した場合は、その時点までの当事者の試合（ダブルス又はシングルス） 

    をすべて負けとし、かつ、当事者を即出場停止とします。 

（４） 転勤、進学等による選手の変更又は追加登録がある場合には、第１週（４月１０日）の 

開会式の始まる前までに別紙「選手変更届」を大会本部に提出してください。 

     ※ 大学のチームに限り、新入生又は編入生の追加登録については、第２週（５月８日） 

       の開会式の始まる前までに「選手変更届」を提出した場合には、認めます。 

 

４ その他 

 （１） スポーツ傷害保険には各チームで加入してください。 

 （２） 駐車場は各会場とも限りがありますので、車はできるだけ乗り合わせて台数を少なくし 

    てください。 

 （３） 各会場とも、ゴミは各自で持ち帰ってください。 

 （４） 今後、「チーム登録選手の中に３級以上の公認審判員が１名以上いること」を義務付ける 

予定です。 

 

５ 日本バドミントン協会の個人登録について 

  日本バドミントン協会の団体加盟・個人登録手続については、４月１０日に、平成２７年度長岡 

 支部加盟団体代表者及び今回の社会人リーグ新規出場チーム代表者に、加盟・登録についての文 

書を配布します。社会人リーグに登録している選手全員の個人登録をお願いします。 

 


